
労働者協同組合法成立と協同労働について

1，はじめに

我が国で新しい個別協同組合法が成立した。な

にはともあれ喜ばしいことである。労働者協同組

合法の与える効果や影響については、これから多

くのコメントが書かれると思われるので、まずは

重複しないテーマである「協同労働」について若

干コメントしたい。

日本の協同組合法制は縦割りの種別で作られて

おり、農協法、生協法などがある。日本の協同組

合運動では主としてこの二つの協同組合種類、さ

らには信用組合、信用金庫なども含んで考えられ

ているが、企業組合や事業協同組合その他、協同

組合と名が付くものがあっても、協同組合運動に

含まれるものとは見なされていない。ところで、

これまでいわゆる労働者協同組合及びワーカーズ

コープ、ワーカーズコレクティブにはその法律が

なかった。発生当初、これらのワーカーズは協同

組合運動内では認知されないこともあったが、協

同組合理論においては、重要なセクターと見なさ

れてきた。いわば、新しい協同組合運動であった

のである。このほど成立した「労働者協同組合法」

はその構想から約30年を経て成立したものであ

る。関係者の努力が報われてなによりである。同

法成立による実践上の利点や効果については各所

で論じられることと思われる。もとより法律の制

定は利害の妥協あるいはせめぎ合いの産物であっ

て、一つの当事者のみに絶対的有利に作られると

いうことはない。

2．労働者協同組合法の制定の

現在的意義
欧米先進国の協同組合運動に比べて、日本ひと

りがなぜ労働者協同組合法制がなく、その成立が

現在に至ったのであろうか。第一に、協同組合運

動理論上の問題点である。日本では1900年の産業
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組合法（現在の農協）が戦前の協同組合法であっ

た。戦後に生協法などの法制ができた。産業組合

法はドイツのライフアイゼン協同組合などをコピ
ーしたものであった。ライフアイゼングループの

理論は、労働者協同組合を視野に入れたものでは

なかった。また生協運動はイギリスのロツチデー

ル運動などに範を置き、いわゆる消費協同組合を

中心としたものであり、また社会主義運動の中で

協同組合は、労働者階級には消費協同組合は運営

できるが労働者協同組合は不向きであるという理

論が有力であった。第二に日本社会経済の戦前か

らの歴史的制約が労働者協同組合の発展を阻害し

たといえる。明治維新以降の遅れた資本主義にお

ける労働運動はきわめて脆弱で、産業革命を下支

えする職能団体の存在もまた労働連動も1900年代

以降にようやく顕在化したのであって、欧米に約

100年の遅れがあった。すなわち、労働者階級形

成の実質的遅れが、当然ながら労働者協同組合の

形成というものにまったくつながらなかったので

ある。とはいえ、第三に、日本に労働者協同組合

運動の萌芽がなかったわけではない。しかしそれ

は理論的にも実践的にも協同組合運動とはいえな

いような未成熟のままに貧弱な土壌の上ですぐ枯

れてしまったのである。戦後の1945年から数年の

間に、日本でもいわゆる労働者協同組合と呼ばれ

る実践と運動があったのであるが、これは戦後の

失業、物資不足、生活困窮の中で自然発生的に生

まれたものであって、理論は中国の抗日時代の合

作社運動のまったくのコピーで、その理論を十分

に理解してのものではなかった。したがって配給

制度などが復活し、失業が吸収されると労働者協

同組合運動は一過性のものとして消えてしまっ

た。そして日本に労働者協同組合運動が登場する

のは1980年代になってからである。そして、その

登場は、政府の失業対策事業の打ち切りがひとつ

のきっかけとなっていたのである。失業者が労働

者協同組合を形成する運動はイタリアの歴史に顕
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薯に見られたものである。一方、ワーカーズコレ

クティブ連動は生協運動から派生し、アメリカの

カルフォルニアにおける運動をモデルとして、そ

の実践主体は高学歴の女性たちであった。すなわ

ち日本の労銅者協同姐合運動は二つのルーツを持

つと言って良い。

しかし、欧米の労働者協同組合運動と異なる特

徴は、欧米が生産協同組合という性格すなわち、

製造業セクターが中心となって発展してきた歴史

があるのに対して、日本ではサービス業それも社

会サービスセクターが主流となって展開してきた

ということである。したがって、近年ヨーロッパ

の社会的協同組合が法制化されているが、社会的

弱者を対象として労働参加・介護福祉・障害者労

働などの分野と類似しているといえる。このこと

は今後の日本における労働者協同組合運動の展開

にとっていささかの影響を与えると思われる。

3，協同組合法と協同労働の意義

（1）労鶴参加の意義

日本の協同組合法制は一般法ではなくて個別法

である。いわゆる農協法や生協法があり、労働者

協同組合法も個別法として制定された。どちらの

形式がよいのかは議論があるところであるが、協

同組合一般として理論を考えるという点が弱くな

る恐れがなきにしもあらずである。日本の協同組

合運動のナショナルセンターが脆弱なのも個別法

という縦割りのために、協同組合セクターとして

の多様性と共通性の認識の下にまとまるのが難し

いという問題がある。それはさておき、労働者協

同組合とその他の協同組合との大きな違いは、組

合員が「労働参加」するという点にある。

労働者協同組合法（以下、労協法と言う）は「組

合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の

事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事する

こと」（第1条目的）と明記しているように、「出

資参加、経営参加、労働参加」という三つの参加

がその特徴である。その他の農協や生協では、最

後の「労働参加」はない。すなわち、労働者協同

組合にあって特徴的なことは「労働参加」である。

他の協同組合にあっては、そこにおける労働者ま

たは職員は賃金労働者いわゆる被用者（賃金労働
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者）であり、その労使関係は、株式会社や有限会

社と同じである。したがって従来の諸労働法が適

用される。一般会社の「社員」すなわち「株主」

は出資参加と経営参加の二つの要素を持つ。同じ

く農協や生協の「組合員」も出資参加と経営参加

を行う。そして経営参加は、「1人1票」である。
一方、労協はそれに加えて「労働参加」あるい「従

業すること」が含まれる。このことは組合員加入

条件の違いとしてあらわれる。組合員資格として、

農協は「農民であること」、生協は「消費者であ

ること」の属性に基づくが、、労協の場合は「労

働者であること」だけでは加入の必要条件にはな

らない。それは一般企業においても雇用する場合

に誰でもよいということはなく、仕事に関連した

選別が行われるからである。したがって労協にお

ける組合員とは「選別された従業員」ということ

が一つの特徴である。そしてその「従業員」が、

同時に「経営参加」するという点に第二の特徴が

あるのである。この点は労協の本質に関わること

であるから軽視することはできない。すなわち、

「参加の三位一体」が労協の特徴である。

（2）賃金の決定
一方、労協に関して、最低賃金を守れるのかど

うかという疑念を主たる問題点とする意見もある

が、それを強調することは労協法の議論の本質か

ら外れた議論である。たとえばブラック企業の存

在によって、株式会社形式に問題があるという議

論がなされるだろうか。労働搾取という本質的な

問題であればそれは議論されるかもしれないが、

その場合、労働者協同組合はかえって理論的には

搾取否定の原則を適用していることが明らかにな

るであろう。労協法がそこで働く者の「労働者性」

を認めたからには、最低賃金を守るかどうかは実

態論であって、理論的にはクリアされた問題であ

る。すなわち賃金決定は理論的には労働者組合員

たち自らが行うものである。確かに、実態論とし

て低賃金の事例が起こりうるという懸念はある種

根拠のあるものである。しかし、労協の目的が「こ

の法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意

欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分

に確保されていない現状等を踏まえ」（第一条、

目的）と明記されているように、社会的弱者や失
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（4）協同労働は認知されたか

日本の労働法制における概念においては、「自

己雇用」や「協同労働」という概念がない。そう

した新しい概念定義を創出することなく労協法は

作られたといえる。したがって、労使関係につい

ては労働契約法の条文が一番準用しやすいもので

あると見なされたのである。いわゆる賃労働者、

被雇用者、雇用労働者とは別のものとして「労協

組合員」という「事業に従事する者」（すなわち

従業員あるいは労働者）が労働契約の適用を受け

るのである。しかしながら、この場合、「労働者」

と「使用者」の同一性ということは、「自主管理」

を通じての「民主的経営」を合意するものである

ことが強調されなければならない。I LOが言う

「ディーセント・ワーク碇ecentvYOrk）」すな

わち「人間らしい仕事」というのは、「民主的経

営参加」を意味するものである。労協法が制定さ

れての議論が貸金詮に特化するのは、労協の存在

意義の本質的議蕾を看過する貧困な議論と言わざ

るを得ない。労働搾取のないディーセントな人間

らしい労働をどのように構築するかは、労働時間

の短縮という労働そのものの人間的役割を看過し

たものと言わざるを得ない。実態論はともかくと

して、労協は労働者自主管理あるいは労働者主権

の企業を追求しているのであり、企業の営利性・

非営利性の議論とともに、その可能性について議

論を集中することがより生産的な議論になるであ

ろう。

しかし、これらの理論的側面は、法案作成者た

ちに十分理解されていたとはいえない。それは現

行の労働関連法体系を踏まえて、そこに新しい「協

同労働」という概念を取り入れることなしに労協

法を作ったという限界がある。彼らにとっては労

協のイメージは、会社・企業というイメージより

「組合」団体あるいは非営利市民団体である。し

たがって「政党」や「暴力団」に利用されてはな

らない（第3条5，6）と言った条項が入っている

のである。これは微笑ましいというか、法案作成

者たちが労協を企業というよりも非営利組織のバ

リエーションと考えていたこと、「協同労働」と
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いう概念は分からずじまいだったことを示してい

る。記憶によれば、初期の労働者協同組合法の検

討案には「協同労働」が入っていた筈である。日

本におけるこの概念把握の難しさは、なんと言っ

ても「協同労働」という法律概念が存在しないこ

とによる。憲法には労働はなく、勤労である。労

働三法は労働を「賃金労働」と同一視している。

ヨーロッパにおける「自立的労働」「自己雇用」「協

同労働」は、日本では概ね「自営業」となってい

る。したがって日本では「協同労働」概念は極め

て理解しづらいものなのである。

法律用語として「協同労働」が入っている欧米

の協同組合法はスペイン協同組合法しかない。「協

同労働」は労働者協同組合の根本概念であるが、

「社会的協同組合法」というような名称のほうが

早く法制化できたかもしれない。「協同労働」は「共

同労働」「分業」●「協業」「集団労働」「共同所有労

働」「自己雇用」「共同事業」「自主管理」「民主的

経営」とは厳密には異なる。それは協同労働労働

者協同組合で行われる労働である。

おわりに

予定字数を超えたのでとりあえず終わりにした

い。新労働者協同組合法はできてよかった。不十

分な点は改正していけばよい。連合会規定という

のも異色ではあるが、日本の実情を反映したもの

であろう。今後、新労協法施行により、労働者協

同組合がいろいろな分野で作られていくのかどう

か、また他の法形式から労働者協同組合に転換す

るのかどうか。まずは想定される社会的弱者のた

めの事業、地域おこしのための事業、社会サービ

ス分野での数の拡大があるのかに注目したい。労

協法の議論としては、出資参加の問題、連合会の

あり方、非労働者組合員（投資組合員及び賃金労

働者）の比率問題などについては次の機会で見て

いきたい。

（いしづか　ひでお、研究所主任研究員）
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